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島根県創造技術研究開発費補助金交付要綱（昭和��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第	条第�項中「（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和�
年法律第���号）

の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に���分の��を乗じて得た額の合計金額に補

助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）」を削る。

第�条第	号中「工業所有権」を「産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下同じ。）」に改

め、同条第号中「工業所有権」を「産業財産権」に改める。

別表第�の�の表直接人件費の項内容の欄中「研究開発の」を「別表第�の創造的中小企業振興枠の」に改める。

様式第�号中「電話番号」を

「電話番号

���番号

������」

に、「補助事業に要する経費」を「開発事業に要する全経費」に改め、同様

式の別紙�の�の�のイ中「工業所有権」を「産業財産権」に改め、同様式の別紙�の（注）の�中「工業所有権」を

「産業財産権」に改め、「別紙	」」の次に「及び「別紙�」」を加え、同様式の別紙�の（注）中��を��とし、��の次

に次のように加える。

�� 直接人件費の申請を行う研究開発型中小企業者は、「別紙�」により所要事項を記入の上、補助事業計画書に添付

すること。

様式第�号の別紙	の表中「工業所有権」を「産業財産権」に改め、同様式に次のように加える。

号外第�号 平成��年�月��日 (�)

別表第�創造的中小企業振興枠の項技術部門の欄中

「

」

を
創造的事業活動支援関連技

術分野

「

」

に改める。
創造的事業活動支援関連技

術部門
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島根県創造技術研究開発費補助金交付要綱の一部改正 (産 業 振 興 課)
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平成��年�月��日 (火)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報号外第�号 平成��年�月��日(�)
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特 許 取 得 計 画 書

取 得 予 定 技 術 の 題 名

取得に関する責任者の団体名、役職

名及び氏名（弁理士の場合は、登録

番号及び氏名）

取得に要する経費の総額、支払方法

及び期日

総額 円

年 月 日

取得に要する経費のうち補助対象と

して希望する金額
総額 円

取 得 予 定 技 術 の 概 要

取得予定技術と補助事業との密接な

関連性に関する説明

出願（取得）済みの場合は登録番号

及び出願（取得）日

登録番号

出願（取得）日 年 月 日

「特許取得計画」に係る証明

私は、 が取得を計画している上記の取得予定技術について、下記

の条件を満たす者であることを証明します。

記

補助事業期間内に確実に出願手続が完了するものであること。

取得予定技術と補助事業が密接な関連性を有していること。

年 月 日

島根県知事 様

氏 名 �

弁理士
登録番号

住 所

電話番号
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研究開発型中小企業者である旨の説明書

売上高研究開発費比率の計算書

期 別

項 目

年 月～

年 月期

年 月～

年 月期

売 上 高
千円 千円

研

究

開

発

費

人 件 費
千円 千円

原 材 料 費
千円 千円

有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 費
千円 千円

外 部 委 託 研 究 費
千円 千円

そ の 他 の 経 費
千円 千円

小 計
千円 千円

研 究 開 発 費

売 上 高

％ ％

「研究開発型中小企業者である旨の説明書」に係る説明

私は、 が提出する上記の説明書について、事実と相違ないことを

証明します。

年 月 日

島根県知事 様

（公認会計士・税理士・中小企業診断士）氏 名 �

登録番号

住 所

電話番号



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)
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この告示は、平成��年�月��日から施行する。

号外第	号 平成��年�月��日(�)


